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 新  年  の ご 挨  拶  
 

 

                            （公 社 ）緑 の安 全 推 進 協 会

                                  会 長  齊 藤  登  

 

新 年 を迎 え、年 頭 のご挨 拶 を申 し上 げます。 

緑 の 安 全 推 進 協 会 の 「 農 薬 を 正 し く 理 解 し 安 全 、 適 切 な 使 用 を 確 保

する。」というその社 会 的 な使 命 に対 する期 待 に変 わるところはないと常 日

頃 から感 じているところです。 

当 協 会 は平 成 ７年 に社 団 法 人 として農 林 水 産 省 の認 定 を受 けて以 来

２０年 を超 える歴 史 を持 ち、農 薬 の適 正 使 用 の推 進 と正 しい知 識 の普 及

啓 発 をその活 動 の柱 として歩 みを進 めてまいりました。平 成 ２５年 度 からは、

新 法 人 制 度 の 下 で 公 益 社 団 法 人 と し て 一 層 の 社 会 的 責 任 を 自 覚 し 活

動 を進 めてきています。 

我 が 国 で 使 用 さ れ る 農 薬 は 、 農 薬 取 締 法 に 基 づ く 登 録 制 度 に よ り 厳

格 な 検 査 の 上 で そ の 安 全 性 が 科 学 的 に 担 保 さ れ て お り ま す 。 そ こ で は 、

農 薬 使 用 に当 たって農 薬 のラベルに記 載 された使 用 法 や注 意 事 項 を守

ることが、農 産 物 の消 費 者 や農 薬 の使 用 者 、さらには周 辺 環 境 への安 全

を確 保 する前 提 となっています。 

したがっ て、日 頃 から申 し 上 げてい るとおり、この段 階 でいかに「農 薬 の

適 正 使 用 」を徹 底 するかが農 薬 の安 全 確 保 にとっての最 重 要 課 題 であり

ます。 

そ の た め 、 農 薬 に 関 す る 専 門 的 知 識 を 持 ち 、 農 薬 使 用 の 第 一 線 で 、

実 践 的 な指 導 監 督 を行 いうる専 門 家 として「緑 の安 全 管 理 士 」の存 在 意

義 があ り 、 このこ とは 「緑 の 安 全 管 理 士 」 の 皆 様 が 自 覚 され て お られる とこ

ろです。 

一 方 、 農 薬 を め ぐ る 技 術 は 日 進 月 歩 で 、 一 度 そ の 資 格 を 認 定 ( 取 得 )

されたといえども、常 に新 しい知 識 を吸 収 し資 質 の向 上 に努 めなければ、

専 門 家 としての社 会 的 期 待 に応 えられません。 
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そこで、「緑 の安 全 管 理 士 」には５年 ごとの資 格 更 新 の制 度 が設 けられ

て い る わ け で す が 、 日 常 的 に 最 新 の 技 術 情 報 を 積 極 的 に 収 集 ・ 分 析 し

身 に 着 け 現 場 で 生 か す た め に は 、 協 会 か ら の 情 報 提 供 を 活 用 す る と と も

に地 方 支 部 大 会 を 兼 ねた更 新 研 修 に 参 加 する などの自 らの研 鑽 ・努 力

が不 可 欠 となっています。 

我 が国 の農 業 現 場 では就 農 者 の高 齢 化 ・就 農 人 口 の減少が進む一

方 、農 協改革 、TPP 交渉等農 業 をめぐる情勢はめまぐるしく変 化 しており、

これによる農 業 生 産体制 ・耕作体系への影響は無視できないものと思わ

れます。 

このことは緑 の安 全 管 理 士 の現 場 における活 動 にも少 なからぬ影響 を

与えるものであり、状況の変 化 に適 切 に対処 していく努 力 が必要 です。現

在 全 国 におられる 2 ,900 名あまりの管 理 士 の皆 さんの自 覚 と責 任 感 に大

いに期 待 するところです。 

当 協 会 と し て は、 緑 の 安 全 管 理 士 制 度 の 更 なる 定 着 を実 現 し 社 会 の

期 待 に 応 え るべく 、緑 の 安 全 管 理 士各位 の 積 極 的 な 参画 を 得つつ、 地

域活 動 の強化 と組織の活 性 化 を図 る ため、役職員一同 、気持 ちを 一つ

にして精いっぱい努 力 してまいる所存 です。 

会員各位のご支援 を心からお願い申 し上 げる次第 です。 
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Ⅰ. 行政情報 ハイライト 

1. 平成 27 年度森林病害虫被害量について (平成 28 年 9 月 7 日公表) 

  農林水産省林野庁は、松くい虫被害及びナラ枯れ被害について、平成 27 年度の都道府

県の発生状況を取りまとめ公表した。 

【概要】 ①松くい虫被害量 

        北海道を除く 46 都府県で被害が発生。被害量は約 48 万 1 千立米(対前年比、 

約 7 万 9 千立米減)。最多被害年度(昭和 54 年)の約 1/5 の水準。 

       ②ナラ枯れ被害量 

        30 県で発生し、被害量は約 8 万 3 千立米(対前年比、約 4 万 3 千立米増)。 

最多被害年度(平成 22年)の約 1/4の水準。        ( 本文 6頁へ ) 

 

2. 農薬取締法施行規則等の一部改正案に関する意見・情報の募集結果について (平成 28

年 10 月 31 日公表) 

 農林水産省は、農業資材審議会農薬分科会及び同分科会検査法部会における議論の結

果(「農薬原体の成分規格の設定に用いる試験成績について」)を踏まえ、農薬取締法施

行規則等の一部改正を行うため、平成 28 年 9 月 9 日から 10 月 8 日までの間、意見・情

報の募集を行い、その結果(3 件)を公表し、併せて関連通知を発出している。 

【主な改正点】 

   (1) 農薬取締法施行規則関連 

     農薬の登録申請の際に記載すべき事項(農薬原体の製造方法等)の明確化 

   (2)「農薬の登録申請に係る試験成績について」(農産園芸局長通知)関連 

     農薬の登録申請の際に提出すべき試験成績に「農薬原体の組成に関する試験 

成績」を追加すること、など。 

   (3)「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用について(生産資材課長通知)

関連加水分解性に関する試験及び水中光分解性に関する試験について、実施を

要しない場合を明確化。                ( 本文 7 頁へ ) 

 

3. ゴルフ場で使用される農薬に係る平成 27 年度水質調査結果(平成 28 年 9 月 16 日公表) 

環境省は、ゴルフ場で使用される農薬について、平成 27 年度に地方自治体及び環境省

地方環境事務所が実施したゴルフ場排出水等の水質調査の結果を取りまとめ公表した。 

  【調査概要】 

    ゴルフ場数：515 ゴルフ場 

    総検体数：延べ 15,902 検体 (サンプル数×調査成分数) 

    検出状況：指針値の超過なし               ( 本文 7 頁へ ) 

 

4. 平成 27 年度輸入食品監視指導結果の概要 (平成 28 年 8 月 31 日公表) 

厚生労働省は、輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果及び平成 27 年度輸入食品

監視統計を公表した。 

【概要】 

   ①輸入届出件数は 226 万件、輸入届出重量は約 3,190 万トン。これに対し 195,667

件について検査を実施し、このうち858件(うち残留農薬137件)を法違反として、

積み戻し又は廃棄等の措置を講じた。 

     ※食品衛生法により、販売又は営業上使用することを目的として輸入する食品
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等については、輸入者は厚労大臣に届出ることが必要。この届出に基づき、

同法に基づく規格基準等に適合するか審査を行い、必要に応じ検査命令等を

実施する。 

   ②モニタリング検査は、95,090 件を計画し、延べ 97,187 件を実施。このうち 173 件

を法違反として、回収等の措置を講じた。 

     ※違反の可能性が低い食品について検査を実施し、必要に応じて輸入時検査を

強化する等の対策を講じることを目的とする。監視指導計画に基づき検査を

実施する。                                    ( 本文 8 頁へ ) 

 

5. 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る

指針(案)」に対する意見募集について (平成 28 年 11 月 17 日公表) 

  環境省は、ゴルフ場での農薬使用が原因となる水質汚濁を未然に防止するため、現状

のヒト ADI を基に定められた水濁指針値に加え、新たに生態系保全の面から、水産動植

物被害の防止に係る農薬登録保留基準に基づく指針値を設定する、パブリックコメント

を行った。                                                      ( 本文 9 頁

へ ) 

 

6. 蜜蜂被害事例調査(平成 25～27 年度)の結果及び今後の取組(平成 28 年 7 月 7 日公表) 

農林水産省は、農薬と蜜蜂が減少する事例の発生との関連性を把握すること等を目的

として、平成 25 年から 3 年間、農薬が原因と疑われる蜜蜂数の顕著な減少や大量の死虫

の発生を調査し、今般、調査結果を総合的に解析し、併せて、今後の取組について取り

まとめた。 

 【結果のポイント】 

  (1) 報告された被害事例数は69件(平成 25年)、79件(平成 26年)、50件(平成 27年)。 

  (2) 被害の発生は、水稲のカメムシを防除する時期に多く、死虫からはカメムシ防除

に使用可能な殺虫剤が多く検出された。 

  (3) 被害件数が減少した都道府県に聞き取り等を行い、次の対策が有効である。 

   ・農薬使用者と養蜂家の間の情報共有 

    ・巣箱の設置場所の工夫・退避 

    ・農薬の使用の工夫 

  (4) 上記の対策により農薬による蜜蜂の被害は減少したが、北海道については、被害

が減少していない。 

 【今後の取組】 

  (1) 調査結果を踏まえ、次の取組を行う。 

   ・都道府県による対策の継続的な実施の促進 

    ・水稲のカメムシを防除する時期 (7～9 月) に、注意喚起のため、都道府県に通知

を発出する。 

  (2) 北海道は、農薬散布回数の削減や、巣箱を退避させることが可能な場所の確保の

検討等の対策を推進する。 

  (3) 農林水産省は、対策の有効性を検証する等のため、毎年、都道府県ごとに被害の

件数等を把握する。 

  (4) 農林水産省は、引き続き、国内外の知見を収集し、効果的な被害軽減対策を確立

する等のために必要な調査研究を実施する。        ( 本文 10 頁へ ) 
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7. 農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組(2016.11 月改訂)(平成 28 年 

11 月 22 日公表) 

   農林水産省は、平成 27 年 9 月 9 日改訂した取組 Q&Aについて、その後の状況を踏ま

え見直しを行った。 

  (1) Q&Aは全 9問で、追加はない。旧「Q5 農薬の蜜蜂への影響について、我が国では、

どのような試験研究を実施しているのでしょうか」を廃し、「Q9 農薬による蜜蜂被

害を防ぐため、今後どのような対策を行っていくのですか。」を追加。 

  (2) Qの順番を入れ替え。旧 Q4⇒Q2、旧 Q2⇒Q4、旧 Q6⇒Q5、旧 Q7⇒Q6、旧 Q8⇒Q7、

旧 Q9⇒Q8 

  (3) Q1、Q2、Q5、Q6、Q7(表中の ARfD値を更新(ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ､ﾆﾃﾝﾋﾟﾗﾝ､ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ))は、

内容的な変更なし。 

  (4) Q3「日本では、農薬による蜜蜂の被害はどの程度発生しているのですか」は、カ

メムシ防除に関する記述を新項目とし、内容を見直した。 

(5) Q4「農薬による蜜蜂の被害を防ぐため、日本ではどのような対策がとられている

のでしょうか」は、製品ラベルの注意事項変更状況(7割弱)の追加など、内容を見

直した。 

(6) Q8「日本でも EUと同様にネオニコチノイド系農薬の使用を制限しなくてもいいの

ですか」は、項目構成、内容を見直した。                   ( 本文 10 頁へ ) 

 

8. 農業競争力強化プログラム (平成 28 年 12 月 9 日公表) 

  平成 28 年 11 月 29 日、政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」において、「農業

競争力強化プログラム」及び「農林水産物輸出インフラ整備プログラム」を決定し、「農

林水産業・地域の活力創造プラン(改訂版)」の中に位置づけた。 

  「農業競争力強化プログラム」に関する全国説明会配布資料を農林水産省ホームペイ

ジで公表した。                                                ( 本文 11 頁へ ) 

 

9. 平成 27 年度 農薬の使用に伴う事故及び被害の発生について (平成 28 年 12 月 16 日公

表) 

農林水産省は、厚生労働省と連携し平成 27 年度に発生した農薬の使用による人の中毒

事故、農産物・家畜 (蜜蜂を除く) などの被害の調査を全都道府県に依頼し、結果を公表

した。 

(1) 人に対する事故 28 件 ( 65人 ) 

死亡事故：散布中 1 件 、誤用 6 件 ( 6人 ) 

中毒事故：散布中 10 件 ( 33人 ) 、誤用 12 件 ( 25人 ) 

(2) 農産物・家畜等に対する被害 12 件 

農産物： 9 件 

魚 類： 3 件                                            ( 本文 16 へ ) 
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1. 平成 27 年度森林病害虫被害量について (平成 28 年 9 月 7 日公表) 

  農水省 HP：http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hogo/160907.html 
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2. 農薬取締法施行規則等の一部改正案に関する意見・情報の募集結果(H28/10/31 日公表) 

e-Gov：https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550002364&Mode=3 

3. ゴルフ場で使用される農薬に係る平成 27 年度水質調査結果(平成 28 年 9 月 16 日公表) 

環境省 HP：http://www.env.go.jp/press/102985.html 
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4. 平成 27 年度輸入食品監視指導結果の概要 (平成 28 年 8 月 31 日公表) 

厚生労働省 HP：http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000135049.html 

 

  

- 8 -
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5. 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係る

指針(案)」に対する意見募集について (平成 28 年 11 月 17 日公表) 

  環境省 HP：http://www.env.go.jp/press/103235.html 

 

 
  

- 9 -
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6. 蜜蜂被害事例調査(平成 25～27 年度)の結果及び今後の取組 (平成 28 年 7 月 7 日公表) 

 農水省 HP：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/160707.html 

 

7. 農薬による蜜蜂の危害を防止するための我が国の取組(2016.11 月改訂)(平成 28 年 11

月 22 日公表)  農水省 HP：http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/index.html 
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9. 平成 27 年度 農薬の使用に伴う事故及び被害の発生について(平成 28 年 12 月 16 日公表) 

農水省 HP：http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/161216.html 
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Ⅱ. 緑の安全管理士会 (12 月末現在) 

１ 「緑の安全管理士会」支部大会(兼更新研修会） 

11 月 21 日(月)の北海道支部から開催しており、平成

29 年１月 20 日(金)の近畿支部をもって終了の予定です｡ 

支部大会としては、支部長より管理士会役員会の報告

と収支予算などの概要について説明しています。 

更新研修のテーマは、(1)農薬をめぐる最近の動向(農

林水産省)､(2)農薬に係る環境リスク評価とリスク管理

(環境省)､(3)農薬の登録状況を巡る話題[北海道を除く](ＦＡＭＩＣ)、(4)農薬

散布に用いる無人航空機(ドローン含)の現状(農林水産航空協会)としていま

す。[･・･前年度アンケートの要望等を反映しました｡] 

なお、参加された管理士の方々の意見や要望はアンケート形式で把握するこ

とで次年度の研修会への反映に努めていますので、ご協力をお願いします。 

   

２ 事務局からのお知らせとお願い 

(1)｢みどりのたより｣に平成 28 年度植物防疫地区協議会資料(抜粋)を掲載 

平成 28 年 11 月 10 日から 11 月 25 日の間、農林水産省は各農政局に都道府 

県の植物防疫関係者を参集して､｢平成 28 年度植物防疫地区協議会｣を開催し､ 

最近の情勢についての情報提供、各都道府県からは当該年度の病害虫発生状況、 

農薬の適正使用に係る取り組み、防除指針に記載する農薬に係る追加試験の現状  

などについて情報交換が行われました。 

植物防疫地区協議会で配布された農林水産航空事業については、資料編を含 

めて『資格更新研修会資料』に収録して参加者へ配布しています。 

 同地区協議会資料(抜粋)を本号に収録することで、管理士の方々への迅速な 

伝達へ努めています。[平成 27 年度 管理士管理士会役員会確認事項] 
  

(2)「みどりのたより」へのご意見、ご投稿をお待ちしています 

｢みどりのたより｣には、緑の安全管理士の皆さんの活動状況を掲載して、 

相互の情報交換あるいは意識の向上に役立てたいと考えています。皆さんの 

ご意見、記事、写真などの投稿をお待ちしております。 
   

(3)メールアドレス登録者へのメールマガジンの提供(12 月現在) 

メールアドレスを登録の管理士 819 人(27 年：626 人)には、発生予察情報や

農薬登録情報などをメールマガジンとして 43 回発信しました。 

今後とも提供できる情報を増やすとともに速やかにお届けする予定です。 

将来的には支部(地域)活動の展開を図る上からも会員相互の連絡ネットワ 

ークの構築は重要と考えています。管理士の皆様には、趣旨をご理解のうえ 

｢連絡先等変更届｣を用いてメールアドレスの登録をお願いします。 

既に登録済みの方は不要です。 

   メールマガジンの配信が不要(停止)の方は、同変更届出にてご連絡    

(FAX、電子メール等)して下さい。 

  [送付先：FAX:03-5209-2513 Mail:midori-kanrishi@midori-kyokai.com] 
 

mailto:midori-kanrishi@midori-kyokai.com
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(4)平成 29 年度｢緑の安全管理士会｣役員会の開催予定 

  平成 29 年度の緑の安全推進協会総会は、平成 29 年 6 月 22 日(木)を予定 

しています。なお、緑の安全管理士会役員会は同 6 月 23 日(金)午後の予定 

とさせて頂きます。 
 

３．支部大会(兼資格更新研修会)における事務局報告について 

今年度も「緑の安全管理士」資格更新研修会の事務局報告を機会に会場での説 

明の要点を紹介します。 

緑の安全管理士の責務と一層の知識・能力向上、更には信頼度アップを狙って、 

全管理士による PDCA(注)を提案しています。 

管理士の皆さんが活動されている経験には、成功事例もあれば失敗事例もあり、中 

には優良な事例もあれば失敗に近いヒヤリハットの事例もあるのが現場です。 

このような多様な事例を集大成することで、管理士会としの素晴らしい財産(例：ヒヤ 

リハット集)ができるはずだと考えています。 

先ずは、アンケートによりヒヤリハット事例を収集して（既に２年分蓄積）、これを基に 

リスクを抽出、リスクの評価を行って、優先度の高いリスクから対策（周知と対応）を講じ 

て、その結果の検証を実施すべく、当協会のゴルフ場（防除を兼ねる）部会でこれらの 

システム化を検討中です。 

アンケート用紙(両面)をもって管理士個々からの情報提供をお願いするものであり、 

これが管理士会としての活動の駆動力になることをご理解頂きたい。 

また、当然にすべての管理士は、最新の規制等の情報や動向をキャッチアップする 

とともに、防除現場における優良事例や失敗事例から学習したり参考にすることで経

験値を高めることが必要となります。 

また、水産動植物への影響に係る注意事項がラベルに記載されるようになっていて 

いること、ゴルフ場排水口での指針値による指導の実態等も紹介した。 

優良事例としては、先進的に取組んでいる県の「農業生産の安全安心と残留農薬 

モニタリング」を取り上げて説明した。 

別途、管理士からの過去 2 年分のヒヤリハット・指摘・質問・意見に対しては、Q&A 

形式で回答を作成した（PPT の後 4 枚）。 

作業者の安全性に係る情報（防毒マスクの洗浄と繰返し使用等）もあったので、管 

理士の方々は良く読んでおいて欲しい。 

また、そのような作業をする人を目にしたり、聞いたりした時には、積極的にその危 

険性を指摘するとともに、管理士として持ち得ている指導力を発揮して頂きたい。 

 

注)【PDCA】 

「Plan・Do・Check・Action」のそれぞれの頭文字を並べた言葉です。それぞれの意味

は、「Plan：計画を立てる。Do：実行する。Check：評価する。Action：改善する。」のように

説明されています。 

使われ方としては、「PDCA サイクル(Ｐ⇒Ｃ⇒Ｄ⇒Ａ→Ｐ→Ｃ・・・)」 ＝ 「クルクルと回 

し、継続的に改善していく。」こととなります。 
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Ⅲ．緑の安全推進協会 
１．｢緑の安全管理士｣ 187 名が誕生  

平成 28 年度｢緑の安全管理士(緑地･ゴルフ場 

分野)｣の認定研修会は①12 月 5 日～7 日の間、 

東京･神田のアーバンネット神田カンファレン 

スで受講生 70 名で開催されました｡ 

農耕地分野では(一社)日本植物防疫協会主催 

の｢植物防疫研修会｣が①10 月 3 日～7 日(63 名) 

②10 月 17 日～21 日(62 名)に同協会会議室で開   

催、全員修了されました。 

｢認定研修｣の修了者及び｢植物防疫研修｣修了者で｢緑の安全管理士｣資格申   

請者については、12 月 15 日に開催の｢緑の安全管理士認定審会｣の審査を経 

て、①68 名、②58 名、③61 名の計 187 名が「緑の安全管理士｣として認定 

されました。 

緑地・ゴルフ場分野では、最近は不合格者が若干名でています。 

 

２.平成 28 年度「緑の安全管理士」更新研修会(兼支部大会) 
支部名  開催日  支部名  開催日   支部名  開催日   支部名   開催日  

北海道 11/21 関東① 11/28 東海・北陸  11/22 中国・四国    1/19 

東 北  12/ 1 関東② 12/12 近 畿   1/20 九州・沖縄    1/18 

 

(1) 認定証等の発送まで 

① 更新研修会での出席確認、② 28 年度で期限切れとなる「認定証(カード)」の 

返納、③「資格更新研修会受講申込書」､④「写真(２点)」､⑤「更新料支払いの確

認」を終えた順に､⑥新規「認定証書」､「認定証(カード)」及び「緑の安全管理士

の手引き」を同封して、⑦届出の住所あてに送付します。 

   

   (２) 旧｢認定証(カード)｣の返納と紛失されている場合【様式：巻末】 

新「認定証(カード)」の発送は､平成 28 年度(同 29 年３月 31 日)で期限切れ 

となる旧「認定証(カード)」の返納を確認してからとなります。  

    更新研修会場で｢認定証(カード)｣を返納されてない方は、事務局あてに送 

付して下さい。 

なお、｢認定証(カード)｣を紛失されている場合は、『紛失届(再発行を抹消)』 

を提出(写真・手数料は不要、FAX 可)することで返納に代えています。 

  [紛失等再発行願い：http://midori-kyokai.com/pdf/saihakko1404.pdf] 

 

(3) 勤務先や住所等が変更となっている場合 

｢連絡先等変更届出書｣を速やかに提出して下さい。 

届出事例が多い支部大会前後は事務反映に若干時間を要していますの 

でご了承下さい。                  【様式：巻末】 

[届出書：http://midori-kyokai.com/pdf/henkoutodoke1304.pdf] 

 

 

認定研修会場の様子 

http://midori-kyokai.com/pdf/saihakko1404.pdf
http://midori-kyokai.com/pdf/henkoutodoke1304.pdf
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３．「緑の安全管理士」資格更新の要件など    

(１) 資格の有効期間（｢農耕地分野｣、｢緑地・ゴルフ場分野｣） 

① 新規取得者は、認定の翌年度から５年目の年度末までの５年間。 

② 更新者は、更新年度の翌年度から５年目の年度末までの５年間。   

(2) 資格更新の要件 

      有効期間の４年目までに、支部大会(兼更新研修会)に１回以上出席して、

更新年度の更新研修会に出席することで資格更新となります。 

      【出席不足で更新の要件を満たしていない場合】 

      4 年間での出席不足は５年目に出席することで補完され、６年目の更新研 

         修会に出席で１年遅れで資格更新(残りの有効期間は４年間)ができます。 

   (3) 更新研修の出席確認 

          研修会場では出欠を確認して、管理士個々の記録を更新しています。 

     【更新研修会を欠席した場合】 

      参加できなかった「理由書」を提出して、理由が認められると翌年度の更新 

研修会に出席することで、資格更新(残りの有効期間は４年間)となります。 

 

(4) 資格喪失に伴う復活措置 

５年間の有効期間内に、必要な更新手続きを行わなかっため資格を喪失し 

た元管理士が、資格の復活を希望する場合は、概ね次の手順となります。 

A. 資格喪失後５年以内の場合 

① ｢資格復活申請書」に②「復活レポート(４課題程、各一千字)」を添えて提 

出し、『資格認定審査会』の審査(｢復活審査判定票｣)で合格した場合

は、直近年度の更新研修会を受講することで資格の復活を認める。 

         ② 但し、特段(５年を超えるなど)の理由がある場合は、考慮できるとされた。 

B. 復活後の資格有効期間は５年間 

① 審査料は 10,000 円、更新研修時の更新手数料は 20,200 円。 

② 5 年を超える場合の審査料は 20,000 円、同更新手数料は 20,200 円。 

      注)更新手数料は、各年度の更新研修会受講料相当。 

 

(5) 緑の安全管理士」認定証の再発行をお受けしています 

｢認定証(カード)｣の再発行を希望される方は、当会ホームページ掲載 

の｢紛失等再発行願い｣にご記入の上、写真 2 枚を添えて事務局まで提出 

してください。再発行料金(3,000 円)は､再発行の｢認定証(カード)｣ 

に同封します郵便払込票でお振込下さい。不明な点は事務局まで｡ 

[紛失等再発行願い：http://midorikyokai.com/pdf/saihakko1404.pdf] 

 

４．特別研修会」を関東、東北(仙台市)で開催 

本研修会は、緑の安全管理士や防除に携わられる方々の技能及び信頼度の一  

層の向上を目的として｢現場で役立つ病害虫の診断・防除対策｣､｢農薬の適正使 

用に関する情報｣の提供を､共催する農薬工業会の支部を単位に年２カ所を目処 

に開催しています。平成 28 年度は関東地区と東北地区で開催を予定。 

【関東地区】 

 日 時：平成 29 年 2 月 16 日(木) 13:00～16:45 

 場 所：北とぴあ 「つつじホール」(東京都北区)  

- 22 -
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 テーマ： 

  1.「住宅地での農薬使用について(現状と課題)」 

農林水産省 消費・安全局農産安全管理課 農薬対策室 担当官 

  2. 使用時安全の注意事項と遵守の必要性 –設定の仕組み、注意事項等(保 

護具含)-    十文字学園女子大学大学院 教授 田中 茂 氏 

  3. 現場で役立つトマト黄化葉巻病の診断と防除対策 

  農研機構 九州沖縄農業研究センター 上席研究員 北村登史雄 氏 

  4. 現場で役立つ葉菜類のちょう目害虫の診断と防除対策 

農研機構 野菜花き研究部門 主席研究員 河野勝行 氏 

【東北地区】 

 日 時：平成 29 年 2 月 24 日(金) 13:00～16:45 

 場 所：ホテル白萩「錦の間」(仙台市) 

 テーマ： 

  1.「住宅地での農薬使用について(現状と課題)」 

農林水産省 消費・安全局農産安全管理課 農薬対策室 担当官 

  2. 使用時安全の注意事項と遵守の必要性 –設定の仕組み、注意事項等(保 

護具含)-    十文字学園女子大学大学院 教授 田中 茂 氏 

  3. 現場で役立つりんご黑星病の診断と防除対策(仮称) 

       (地独)青森県産業技術センターりんご研究所 研究管理員 赤平知也 氏 

  4. 現場で役立つ水稲紋枯れ病の診断と防除対策 

宮城県古川農業試験場 作物保護部 主席研究員 宮野法近 氏 

 

５．講師派遣事業について 

農薬の適正使用や安全性に関する知識の向上を目的として、都道府県・地 

方自治体・学校・関係団体・一般市民の研修会等の研修会に、テーマに応じ 

た講師を派遣しています。派遣は無償(旅費や謝礼不要)です。 

平成 28 年度も前年度同様に事業紹介(農薬の適正使用推進のために！)を 

都道府県の農政関係部署や農薬管理指導士等に配布して、事業の拡大を図っ 

ています。この紹介を見られた方や県から照会された方などからの問い合わ 

せもあり、平成 28 年度は、43 都道府県からの依頼で約 170 件の派遣予定で 

す(前年度：166 件、このうち緑地・ゴルフ場分野は 15 件)｡  

農薬の適正使用や安全性に係わることでしたら、農耕地に限らず緑地・ゴ 

ルフ場分野でも講師を派遣することが出来ますので、この分野で研修会等を  

希望・企画されている方にも積極的にご紹介ください｡ 派遣の時期・内容等 

の調整には 1 ヶ月以上の期間が必要で、研修会の規模(参集人数)は 20 名以

上を目安としていますが、期間に余裕がない、あるいは少人数でも対応可能な

場合もありますので、先ずご相談下さい。 

講師派遣の詳細、申し込み様式は協会ＨＰに掲載しています。  

農薬相談室：電話番号：03-5209-2512  FAX：03-5209-2513 

[Email：ishijima@midori-kyokai.com、 URL：http://midori- kyokai.com/]  

 

６．農薬電話相談室について 

農薬の使用者、現場で適正使用を指導される方や一般市民の方々からの農薬 

に関しての電話相談に無料で応じています。 
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農薬に関する疑問や質問など、どのような内容でも結構ですのでご遠慮なく 

お問い合わせください。 

  直接の疑問・質問など以外にも「この問題については、何処に問合せたら良 

いか？」などについても気軽にお尋ね下さい。可能な限りお調べして  

お答えします。管理士の皆さんの関係先にも、電話相談室についての 

ご紹介をお願いします。 

相談電話：03-5209-2512 
 

７．｢グリーン農薬総覧 2017 年総合版｣のご案内 

総合版は､隔年の刊行で本版は 2016 年 1 月～2016 年 12 月における新規登 

録、適用拡大、失効等の変更など最新の登録情報を基に、登録農薬の全てに 

登録番号と適用作物名を記載するとともに、樹木類の病害虫及び雑草に登録 

のある農薬を対象分野別に整理し、加えて、家庭園芸用の品目についても充 

実を図っています。 

     協会のホームページ出版物案内に、概要のサンプルをＰＤＦで紹介 

ししますので、注文書をダウンロードしてＦＡＸ(03-5209-2513)でお 

申込下さい。 

お問い合わせ・お申込みは当協会（03-5209-2511）まで 

[注文用紙：http://midori-kyokai.com/syuppan/] 
                  

10．農薬の安全使用等についての「リーフレット」 

緑の安全推進協会では、農薬工業会と連携して、農薬の役割、安全性の

確保、適正な使用方法などを優しく解説したリーフレットを作成し、知識

普及・啓発に関わる方々に講習会・研修会・会議等の資料や各種イベント

での配布用などに活用していただけるように支援しています。リーフレッ

トは無償で送料の負担もありません。 

平成 28 年度は、11 月末現在で 119 ヶ所に 114 千部(前年実績：320 ヶ所、 

219 千部)を配付しています。 

ご希望の方は、リーフレットの種類､必要数､使用目的、配布対象、送付先

等を､当協会まで FAX 03-5209-2513 にてお申し込み下さい。 

提供できるリーフレットの記載内容等は、当協会ＨＰでサンプルを確認   

できます。(Fax 様式も協会 HP に掲載しています。) 

詳細は、農薬相談室(03-5209-2512)まで。 
  [サンプル：http://www.midori-kyokai.com/topix/topix_leaf.html] 

 

[FAX にあたっては、以下を明記して下さい] 

(1) 使用目的 
(2) 配付対象 
(3) リーフレットの種類(表題) 
(4) 必要数 
(5) 利用期日(必着日) 
(6) 送付先住所・担当者名 
(7) 連絡先(TEL & FAX、E-mail等) 
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Ⅱ　平成 28年度植物防疫事業のこれまでの実施状況と今後の取組
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② 開催日時

平成28年12月15日（木）13:30～17:30

③ 開催会場

農林水産省講堂（本館７階）

④ 参集範囲

都道府県、市町村、試験研究機関、メーカー、団体、生産者、病害虫防除に

興味がある方等

⑤ 講演内容（案）

・雑草防除の現状（概略）（基調講演）

・雑草イネと除草剤抵抗性雑草

・除草剤抵抗性スズメノテッポウの総合防除

・大豆作および畦畔における帰化アサガオ類の総合防除

・果樹園の下草管理と天敵を活用した害虫防除

・水稲畦畔の雑草防除と斑点米カメムシ防除

・除草剤開発の現状について

・薬用作物における農薬登録拡大に向けた課題

（７) 農林水産航空事業について
１） 平成27年12月の改正航空法施行以降における農林水産省の対応について

①改正航空法における無人航空機の飛行ルール

平成27年12月10日に改正航空法が施行され、航空機の航行の安全並びに地上及び

水上の人及び物件の安全を確保するための、無人航空機の飛行に関する基本的なル

ールが定められた。

これにより、「地表又は水面から150m以上の高さの空域」、「空港周辺の空域」、「人

口集中地区の上空」における無人航空機の飛行は原則禁止され、飛行させる場合は、

事前に国土交通大臣の許可を受けることが必要となった。

また、飛行させる場所にかかわらず、無人航空機を飛行させる場合は、

「日中に飛行させること」、

「目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること」、

「第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に30m以上の距離を保

って飛行させること」、

「多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと」、

「危険物を輸送しないこと」、

「無人航空機から物を投下しないこと」

といったルールを守ることが必要となり、これらのルールによらずに無人航空機を

飛行させようとする場合は、国土交通大臣の承認を受けることが必要となった。

農薬の空中散布は、危険物の輸送及び物の投下に該当することから、実施にあた

っては、少なくともこの２点について事前に承認を得る必要がある。また、散布地

域が人口密集地域に該当する際は、事前の許可の取得も必要となる。

②改正航空法に対応する新たな指導指針の策定（資料19）

農林水産省では、改正航空法の施行にあわせ、従来の「無人ヘリコプター利用技

術指導指針」（平成３年４月22日付け３農蚕第1974号農蚕園芸局長通知）を廃止し、

新たに「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」（平成27年12月３日付

け27消安第4545号消費･安全局長通知、以下「指導指針」という。）（資料19）を策
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定し、引き続き、無人航空機を用いた農薬の空中散布等の安全かつ適正な実施が確

保できるように取り組んできた。

③許可・承認の申請手続きについて（資料20）

改正航空法の施行により、無人航空機を用いて農薬散布を行う際には、必ず国土

交通大臣から事前の許可・承認を受けることが必要になったところ、防除実施者の

行う許可・承認手続が、過重にならないように、農林水産省及び国土交通省の間で

協議を行い、指導指針に基づき安全性を確保した上で空中散布等を行う無人航空機

の飛行に関しては、申請手続きを簡素化することとし、「空中散布等を目的とした

無人航空機の飛行に関する許可･承認の取扱いについて」（平成27年12月３日制定（国

空航第734号、国空機第1007号、27消安第4546号国土交通省航空局長、農林水産省

消費・安全局長連名通知）（資料20）を発出し、その取扱いを定めた。

（ア）飛行計画の記載事項の簡素化

許可・承認に必要な記載事項を、実施主体名、オペレーター名、機体の登録番

号、飛行させる日時（期間）、場所（市町村単位）とするなど簡素化。

（イ）申請手続きの負担軽減

(一社)農林水産航空協会（以下「農水協」という。）や無人ヘリコプター協議

会等が、各防除実施者が行う申請手続きをまとめて代行申請を行うことにより、

防除実施者が行う申請手続きの負担を軽減。

④ドローン等小型無人機の安全対策等について（資料21）

いわゆるドローンと呼ばれるマルチローター式小型無人機（以下「マルチロータ

ー」という。）については、農林水産分野における空中散布等の作業を安全かつ適

正に実施するための運行基準が無かったことから、これを策定するため、「新たな

農林水産業用回転翼無人航空機の利用に関する検討会」において検討を重ね、平成

27年12月18日に運行基準を策定する上での留意事項を「中間取りまとめ」として公

表した。

農林水産省では、航空法の改正などの無人航空機を巡る情勢に鑑み、早急にマル

チローターによる空中散布等の運行基準を定める必要があるとして「平成27年度ド

ローン等小型無人機による農薬散布調査委託事業」を実施したところ、当該事業を

受託した農水協を中心とした専門家による検討会を経て、中間取りまとめにおける

留意事項を踏まえた「マルチローター式小型無人機による農薬散布の暫定運行基準」

（資料21）が取りまとめられ、平成28年３月８日に公表された。

農林水産省では、同年３月31日付けで、マルチローターを用いた空中散布が安全

かつ適正に実施されるように上記暫定運行基準の内容を指導指針に反映した。

⑤性能確認された無人航空機を指導指針へ追加

メーカーからの申請に基づき、農水協において、農薬の空中散布等を行うために

必要な性能を有すると確認した無人航空機について、平成28年５月31日付けで３機

種（全てマルチローター）、同年10月24日付けで４機種（マルチローター３機種、

無人ヘリコプター１機種）を適用機種として指導指針に追加した。

《指導指針に規定した無人航空機》

（ⅰ）株式会社 エンルート
Ｚｉｏｎ（ＡＣ９４０、ＡＣ９４０－Ｄ） 【マルチローター】

（ⅱ）株式会社 丸山製作所
ＭＭＣ９４０ＡＣ 【マルチローター】

（ⅲ）株式会社 ヨコヤマ・コーポレーション
ＤＡＸ０４ 【マルチローター】

18- 28 -



（ⅳ）東光鉄工 株式会社
ＴＳＶ－ＡＱ１ 【マルチローター】
ＡＣ９４０Ｔ 【マルチローター】

（ⅴ）ＤＪＩ ＪＡＰＡＮ 株式会社
ＭＧ－１ 【マルチローター】

（ⅵ）ヤマハ発動機 株式会社
ＦＡＺＥＲ Ｒ 【無人ヘリコプター】

注）・（ⅰ）～（ⅲ）は５月31日付けで指導指針へ追加
・（ⅳ）～（ⅵ）は10月24日付けで指導指針へ追加
・（ⅵ）は、無人ヘリコプタ－重量規制緩和（※）に対応した機種
（※）平成26年４月15日、航空機製造事業法施行令が改正され、規制の対象と

なる無人ヘリコプターの総重量（機体及び搭載物）が100kg以上から150
kg以上に引き上げられた。今後開発される無人ヘリコプターについては、
農薬等の搭載量増加による省力化や肥料散布などの多目的な利用が期待
される。

２）事故情報の報告状況

ア 無人ヘリコプターの事故報告
本年度の無人ヘリコプター事故情報は、報告内容の精査を行っているところ。
今後、情報精査を進め、年度末の航空事業検討会で報告する予定。事故原因とし

ては、昨年度と同様に架線への接触による物損事故が大部分を占めている。
イ 有人ヘリコプターの事故報告
有人ヘリコプタ－については事故は発生していない（９年間無事故）。

３）小型無人機に関する関係府省庁連絡会議、小型無人機に係る環境整備に向けた

官民協議会について（資料22）

平成27年４月の首相官邸におけるマルチローターの発見事例を受け、小型の無人

航空機を利用したテロ等に対する重要施設の警備体制の強化や小型無人機の運用ル

ールの策定と活用の在り方等について、関係行政機関で連携・協力を確保し、その

推進を図るために「小型無人機に関する関係府省庁連絡会議」（以下「連絡会議」

という。）が設置され、その中における議論を踏まえて、航空法が改正され、無人

航空機を飛行させる際の基本的なルールが定められたところ。

平成27年12月からは、民間を含めた「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協

議会」において、更なる小型無人機の運用ルールや安全確保等の諸課題について議

論が進められてきたところ、関係者間で今後の目標等について共通の認識を得るた

めの「小型無人機の利活用と技術開発のロードマップ」（資料22）や、今後更なる

ルール整備等を段階的に進めるための「小型無人機の更なる安全確保のための制度

設計の方向性」（資料23）が取りまとめられた。（平成28年８月25日の第６回連絡会

議へ報告済み）

今後も、ルール整備等に関する検討が進められることとなっている。

４）今後の予定

・平成28年度農林水産航空事業検討会の開催
平成29年２月下旬に平成28年度航空事業の実績等の情報共有や、平成28年度の事

故発生状況と防止対策を検討するため、農林水産航空事業検討会を開催し、検討結
果を年度内に公表する予定。

５）その他
平成27年度 農林水産航空事業の実施状況（資料24）
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３ 既登録農薬を防除基準に採用する際に地域適応性を確認するために実施

する追加試験等について（全国共通議題②）

（１）検討経緯
１）平成28年５月19日、規制改革推進会議は「規制改革に関する第４次答申」で、「農

政新時代」にふさわしい、生産者の有する可能性と潜在能力をいかんなく発揮でき

る環境を整えるため、不断の改革を進めていくとともに、生産者の努力が報われる

農業を実現するため、今後取り組むべき農業分野の具体的規制改革項目として、「生

産資材価格形成の仕組みの見直し及び生産者が有利に取引できる流通・加工の業界

構造の確立に係る取組」が掲載された。

２）同年６月２日、前述の「規制改革に関する第４次答申」を踏まえ、対象となった

規制や制度等の改革に、直ちに着手し、着実に実現を図っていくため、「規制改革

実施計画」が閣議決定された。

３）同年７月、農林水産省に対し、都道府県が新たに登録された農薬を農作物病害虫

・雑草管理防除基準や防除指針等（以下「防除基準」という。）に記載する際に、

地域での普及適用性を確認するために実施されている試験（以下、「追加試験」と

いう。）については、①農薬登録試験に上乗せして実施されることから、農薬コス

ト増の要因になるばかりか、②農薬登録後に１～２年の実証期間を経て防除基準に

記載されることから、農薬登録後の生産現場での使用開始が遅延することとなり、

防除基準に採用するために実施される追加試験は廃止させるべきではないかとの指

摘、また、当該防除基準を策定することにより、不要な農薬を散布させることとな

っているのではないかとの指摘が寄せられた。

４）同年７月上旬及び９月上旬、農林水産省植物防疫課は、防除基準策定及び追加試

験実施の状況を把握するため、また、都道府県の考えを聴取するためのアンケート

を実施。

５）同年９月12日、規制改革推進会議は、同会議に農業ワーキンググループを設置す

ることを決定。

６）同年９月16日、植物防疫課は病害虫防除所長会議を開催し、都道府県の防除基準

に採用される際に行われる追加試験の実施状況について、前述のアンケート調査結

果から分析し、分析結果を踏まえた対応の方向性について説明し、質疑応答、意見

交換（資料25、26）。

都道府県からは、①地域適応性を確認する必要があり、登録データが不足してい

れば追加試験は必要、他方、②農薬メーカーのデータ提供について検討が必要との

意見。また、③農水省提案の対応の報告性について賛否がわかれており一斉の取組

とする必要があるなどの意見があり、今後の規制改革推進会議での議論の進捗を見

据えつつ、引き続き関係者間で意見交換を行いながら検討を進めることとなった。

７）同年９月20日、第２回農業ワーキンググループにて、「生産資材価格形成の仕組

みの見直し及び生産者が有利に取引できる流通・加工の業界構造の確立に係る取

組」に関する農林水産省へのヒアリングが行われ、農林水産省から生産資材価格農

薬の引き下げに向けての取り組みの一つとして、都道府県による防除基準の作成に

係る見直しの方向を説明。なお、地域ＪＡによる防除暦の作成についても、同様の
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問題を有している。

８）同年10月６日、規制改革推進会議・農業ワーキンググループは、未来投資会議・

構造改革徹底推進会合（「ローカルアベノミクスの深化」会合）との合同開催によ

り、総合的なＴＰＰ関連政策大綱に基づく、「生産者の所得向上につながる生産資

材価格形成の仕組みの見直し」及び「生産者が有利な条件で安定取引を行うことが

できる流通・加工の業界構造の確立」にむけた施策の具体化の方向性が取りまとめ

られた。

（２）今後の検討方針

１） 検討事項
都道府県の防除基準策定に係る検討にあっては、病害虫防除所長会議で提示した

以下の２点について検討を進めるとする。

① 新規登録農薬の採用に際しては、農薬メーカーが農薬登録時に作成したデー

タの活用を図ることにより、都道府県や地域ＪＡが個々に農薬コストの増額に

つながる登録後の追加試験を農薬メーカーに要求しない（他方、実施してほし

い試験をあらかじめメーカーに要求することや、予め都道府県がメーカーに協

力して試験を実施することは妥当。）

② 不要な農薬散布を回避するため、発生初期における防除により可能となる病

害虫については、発生前の予防的な農薬散布による防除（スケジュール防除）

ではなく、病害虫の発生動向調査の伝達の迅速化等を通じ、適時適切な防除へ

切り替える

２） 検討方法（体制）
病害虫防除所長会議での検討結果を踏まえ、都道府県の代表者、有識者、関係業

界、生産者等から構成される検討会で議論することとする。また、各農政局で開催

される植物防疫地区協議会（ブロック会議）での意見交換を併せて進め、これを踏

まえて、関係団体との丁寧な意見交換を行いながら、具体的な対応方針を整理する。
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＜検討会（案）＞

１ 趣旨

農薬コストの増額につながる追加試験を農薬メーカーに要求することにならな

いように、防除基準の策定等に係る試験実施のあり方を見直すとともに、栽培期

間中に要する防除コストの増加につながる不要な農薬の散布を行わないように、

「病害虫の発生動向に応じた適時適切な防除」を可能とする発生予察や防除指導

を推進するため、都道府県関係機関の担当者のみならず、植物防疫に関わる関係

団体、有識者等を参集して、現行の病害虫防除の取組の見直し等を検討する。

２ 検討事項

（１）追加試験の見直し

（２）スケジュール防除の見直し

（３）発生予察情報の作成と提供の改善

（４）その他病害虫防除に関わる取組の改善

３ 検討体制

（１）都道府県、関係団体各関係機関の代表者を検討委員として、植物防疫課か

ら依頼する。

（２）公開開催として傍聴を可とする。

（３）検討会に座長１名を置く。

（４）開催事務は植物防疫課が行う。

（注）要調整事項：病害虫防除・農薬登録推進中央協議会での議論

４ 検討スケジュール

平成28年11月 ：農政局植物防疫地区協議会での意見交換

平成28年12月 ：第１回検討会（検討方針説明等）

平成29年２～３月：第２回検討会（委員意見の聴取、取りまとめ）

平成29年３月末 ：第３回検討会（追加試験実施のあり方合意）

平成29年４月 ：合意事項に沿った対応に係る文書発出

平成29年度～ ：上記文書に基づく対応のフォローアップ、発生予察情報関連

の検討
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＜参考：平成28年度病害虫防除所会議の概要＞

１ 都道府県の取組の現状

（１）防除基準の策定について
各都道府県では、病害虫・雑草の適切な防除に資するため、普及指導員等の防除指

導者向けに農作物病害虫・雑草管理防除基準や防除指針等（以下「防除基準」という。）

を作成している。

防除基準は、地域にとって防除効果が高い農薬を掲載するとともに、同一薬剤の連

続使用を抑止すること等の留意事項を記載しており、病害虫・雑草防除を指導するた

めの有効な方法の一つとなっている。

なお、防除基準の中には、病害虫の発生前に予防的な農薬散布による防除（スケジ

ュール防除）の実施を求める記載も見られる。

（２）追加試験の実施について
都道府県は、新たに登録された農薬を防除基準に記載する際に、その農薬の効果や

薬害を確認するため、農薬メーカーが農薬登録の際に作成した試験データ（以下「農

薬登録用データ」という。）を活用することに加え、追加の試験（以下「追加試験」

という。）を実施することがある（適応性確認）。

追加試験の費用負担にあっては、都道府県が自己負担する場合もあるが、経費の一

部又は全部を農薬メーカーが負担しているケースもある。

しかし、農薬メーカーは、自社の農薬が防除基準に掲載されることにより、当該事

業の活用が推進されることから、都道府県、都道府県の関係団体又は特定の関係公益

法人に追加試験を委託する場合（普及営業活動）もあるなど、異なる趣旨で実施して

いる場合もある。

２ 追加試験に対する評価
１の（２）の記述のとおり、追加試験は農薬メーカーが新たな農薬の普及促進を図

るため、農薬メーカーが任意に実施している場合もある。しかし、公共サービス（農

業者へのサービス）として公共機関が実施している防除基準の作成のために農薬メー

カーに負担を求め、その農薬メーカーの負担が農薬コスト増の要因の一つとなること

は問題。

他方、都道府県が新規登録農薬の地域での適用性を確認するとした目的を否定する

ものではないが、追加試験を農薬登録後に実施することにより、農薬メーカーが新剤

開発に掛けた費用の回収期間が短くなってしまうことも、農薬コスト増を招く要因の

１つになると判断できる。また、今後農薬のジェネリック制度が導入されることによ

り、原体メーカーの投資回収期間が限定される場合には、現場普及の遅延は問題。

農薬メーカー等からは、「追加試験の経費負担は新たな農薬の普及促進を図ること

を目的としているが、隣県同士で試験を行っているなど過重に実施されていると考え

られる事例もある。農薬登録用データのみで早期に防除基準に掲載されることが望ま

しい。また、現場普及が遅れることは、メーカーとして一番辛いことと考えている。」

と回答があった。
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３ 都道府県からの主な意見

＜追加試験の必要性＞

○除草剤の追加試験は必要（特に砂壌土、田植同時処理での確認）

○水稲除草剤の地域適応性が問題となる。

○果樹では、品種によって薬害や果粉溶脱の確認や、訪花昆虫への影響確認も必要（長

野県ではマメコバチを利用しているため。）となるため、県費で追加試験を実施して

いる。事前に県で試験を行い、防除基準へ掲載しているからこそ、これまで現場で薬

害等の問題が発生していない。

○薬害が生じることを懸念し、防除基準に掲載する際には追加試験を実施している（以

前、追加試験を実施し薬害が出ないことを確認した剤であっても、現場の利用で薬害

が生じたことがある。）。

○防除基準に掲載するとなれば、県の責任。

＜農薬登録データの活用＞

○農薬登録データの試験地と気温等が異なるため、登録試験データ（薬効薬害）は参考

にできない。農薬メーカーが所有するデータに求める情報がなければ、活用するのは

難しいのではないか。

○防除基準に掲載するために農薬メーカーが提供する参考データの出し方について、検

討する必要があるのではないか。

＜追加試験経費の農薬メーカ負担＞

○除草剤は、関係団体を経由して試験が実施されているので、幾分コスト増になってい

るのではないか。

○農薬代は確かに高いが、追加試験を実施することによるメーカー側経費を明確にすべ

きではないか。

＜追加試験による現場普及の遅れ＞

○資材費低減のために、できることをやるという趣旨は理解できる。ただ、現場普及の

遅れに関しては、県の防除基準に掲載しないからと言って販売ができないというわけ

ではではない。必ずしも現場普及が遅れているという認識はない。

○防除基準に新たに掲載される農薬が、農薬登録後１～２年防除指導ができていないこ

とがおかしいと感じる。

＜農薬登録前の追加試験実施＞

○農薬登録前に追加試験を実施するのであれば、収穫物の扱いについて問題が残る。

○今回の話そのものがナンセンスではないか。

＜対応方向性（案）の賛否＞

○今回の農水省提案が資材費低減に寄与する取組であれば良いと思う。

○県内でも賛否が分かれている。全国斉一な取組が必要。
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４ 国内検疫関係

(１) ウメ輪紋ウイルスの防除について（資料27～29）
１) 本年度の対応について

① 調査の種類

〔防除区域等調査〕

緊急防除の防除区域及びその周辺の果樹園、公園、民家などを対象とした調査

〔広域調査〕

ⅰ 全国調査

防除区域等調査の対象地域を除く全国の果樹母樹生産園地や苗生産地域、果

樹生産地域や公園などを対象とした調査

ⅱ 発生監視調査

防除区域外において、平成27年度までの調査で感染した植物を確認した園地

及びその周辺の果樹園、公園、民家などを対象とした調査

ⅲ 住民通報

住民からの通報に基づき、広域調査の対象とならない民家などを対象とした

調査

② 調査結果

ア 防除区域等調査の概要

埼玉県では、367園地1,522本の調査を実施した結果、感染植物は確認されな

かった

東京都では、17,190園地51,546本の調査を実施し、387園地499本の感染植物

を確認した。また、あきる野市（５字）、青梅市（１字）、八王子市（２字）及

び奥多摩町（２字）では、３年間の根絶確認調査が終了し、根絶を確認した。

岐阜県では、324園地677本の調査を実施し、20園地39本の感染植物を確認し

た。

愛知県では、3,940園地8,873本の調査を実施し、191園地349本の感染植物を

確認した。

大阪府では、2,925園地5,146本の調査を実施し、25園地38本の感染植物を確

認した。

兵庫県では、6,409園地17,098本の調査を実施し、86園地119本の感染植物を

確認した。また、宝塚市（２字）では３年間の根絶確認調査が終了し、根絶を

確認した。

イ 広域調査の概要

本年度、対象とした47都道府県6,358園地119,766本の調査を実施した結果、

５都府県14市170園地で321本の感染植物を確認した。なお、東京都小平市、神

奈川県横浜市、大阪府羽曳野市、藤井寺市及び太子町の３県５市町で新たに感

染植物を確認した。

③ 緊急防除の防除区域の指定・除外

【指定】

ア 神奈川県

横浜市では、連続した自然感染が疑われる地域を新たに防除区域に指定する

方針。

イ 岐阜県

各務原市では、愛知県の緊急防除区域外縁から500ｍ以内の地域とアブラム

シによる連続した自然感染が疑われる地域を新たに防除区域に指定する方針。

ウ 愛知県
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一宮市、犬山市及び大口町では、既に設定している緊急防除区域内の新たな

感染樹から500ｍ以内の地域を、江南市ではアブラムシによる連続した自然感

染が疑われる地域を新たに防除区域に指定する方針。

【除外】

ア 東京都

青梅市（１字）、あきるの市（５字）、八王子市（２字）及び奥多摩町（２字）

は、根絶確認調査の結果、３年間の調査が終了し、根絶が確認されたため、防

除区域から除外する方針。

イ 兵庫県

宝塚市（２字）は、根絶確認調査の結果、３年間の調査が終了し、根絶が確

認されたため、防除区域から除外する方針。

２) 防除対策（全国調査を含む）の見直しについて

全国調査については、これまで都道府県の協力により、流通している苗木から

感染が確認、新たな感染地区が確認される事例等、感染範囲の特定に有効的に機

能している。このため、次年度以降も所要の見直しを行い継続することで検討し

たい。

一方、緊急防除は平成２２年度から開始。こうした中、東京都青梅市及び兵庫

県川西市では平成２７年度から強化対策を実施した結果、宿主植物が新たに感染

する確率は十分低いと、先月（１０月２７日）開催された対策検討会にて評価さ

れた。このため、地域の要望を踏まえ、強化対策の取組を他の地域に横展開でき

れば緊急防除の収束に大きな効果が期待できる。

緊急防除には都府県に多大な労力をかけているが、公的防除が行われないと宿

主植物の諸外国への輸出に影響を及ぼすことになるため、緊急防除の期限である

平成３２年度末までの収束に向け、限られた人員及び財源の中で、同様の取り組

みを広げるためにはその内容について精査し、都道府県、市町村の協力体制を含

め実行可能性が担保される内容になるよう検討したい。

(２) ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除について（資料30、31）
１）これまでの経緯

平成27年８月、北海道網走市の一部地域において、ジャガイモシロシストセンチ

ュウの発生を確認。本年度夏までに、網走市及び周辺市町村において発生範囲を特

定するための調査を実施した結果、本線虫は網走市内の11大字で発生していること

を確認。この結果を踏まえ、農林水産省では、北海道網走市内の本線虫の発生大字

を含む11大字において、植物防疫法に基づく緊急防除を実施することとし、本年10

月23日に緊急防除に関する省令を施行。

２）緊急防除の概要

① なす科植物の作付けの禁止

防除区域内の本線虫の発生ほ場においては、寄主植物であるなす科植物（対抗

植物を除く。）の作付けを禁止。

② 移動の制限

防除区域内で生産されたなす科植物の地下部、なす科植物以外の植物の地下部

のうち土の付着したもの等は、植物防疫官による検査の結果、本線虫のまん延を

防止するための適切な措置が講じられていると認めたものを除き、防除区域内か

ら防除区域外への移動を制限。
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③ 廃棄の措置

植物防疫官が本線虫のまん延を防止するために必要があると認めた植物を廃

棄。

④ 線虫の密度を低減させるための対策

本線虫の発生ほ場においては、土壌消毒と対抗植物の栽培を組み合わせた線虫

の密度を低減させるための対策を実施。

(３) ミカンコミバエ種群の侵入に対する対応について（資料32）
１）経緯

① 平成27年、鹿児島県の奄美大島において、ミカンコミバエ種群の誘殺の継続等

を踏まえ、同年12月13日から同島において植物防疫法に基づく緊急防除を実施。

② テックス板等による防除の結果、同島においては、同年12月21日の誘殺を最後

に本虫の誘殺が確認されなかったことから、有識者の意見を踏まえ根絶を確認し

た上で、平成28年７月14日に緊急防除を解除。

③ 本虫の新たな侵入に備えるため、侵入警戒体制の強化として奄美群島を中心に

トラップを増設するとともに、誘殺時に迅速な防除が実施できるようテックス板

の備蓄等の取組を進めているところ。

２）今後の方針

① 今回の本虫の早期根絶は、地元住民等の協力に因るところが大きく、今後の本

虫の誘殺確認時には、速やかな情報共有の上で官民一体となった取組が重要。

② また、本虫の侵入リスクが高いと考えられる九州地方においても侵入警戒体制

を強化すべきとの有識者からの指摘を踏まえ、今後、各県とも調整する予定。

(４) 重要病害虫発生時対応基本指針に基づく対応について
１）平成27年度及び28年度(10月20日現在)の対応状況

平成27年度は、指針に基づき、37件の重要病害虫の発生が報告され、都道府県の

協力の下、植物防疫所が発生状況調査等を実施した。このうち、まん延して有用な

植物に重大な損害を与えるおそれがあるため、鹿児島県で確認されたミカンコミバ

エ種群、北海道で確認されたジャガイモシロシストセンチュウについて、緊急防除

を実施。

報告件数

・平成27年度：37件（うち、施行規則７件、告示14件、対象外等16件）

・平成28年度：12件（うち、施行規則９件、告示２件、対象外等１件）

※ 施行規則：まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあることが明らかで

ある有害動植物(植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表１第１

の１、第２の１)。

告 示：まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認され

ていない有害動植物(農林水産省告示第542号(平成23年３月７日))のうち、

我が国未発生のもの。

２） 発見報告の徹底

重要病害虫の対応は、早期発見・早期防除が重要であることから、発見の疑いが

ある場合は、植物防疫所と情報共有の上、速やかに植物防疫課宛て報告願う。

情報共有の迅速性を確保するため、第一報はメール等での報告でも可（様式は農

政局を通じて提示済）。
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(５) クロバネキノコバエ科の一種への対応について
１）経緯

埼玉県の一部地域において、ネギに及びニンジンに被害を与えるクロバネキノコ

バエ科の一種が確認された。本虫を同定した結果、本邦未記録種若しくは未記載種

である可能性が高いことが判明した。

２）対応状況

本虫の発生範囲が確認されている場所においてまん延防止策を実施するととも

に、埼玉県及びその隣接都県において、発生範囲の特定調査を実施している。

※「侵入警戒調査の調査地点数（平成26年度～平成28年度）」、「平成27年度 植物防疫所が実

施したミバエ類等侵入警戒調査事業（全国・実績）」について、資料33及び34のとおり。

５ 植物検疫関係

(１) 輸入植物検疫制度(４次改正)について
１) 改正趣旨

植物防疫法においては、有害動物及び有害植物（以下「有害動植物」という。）

のうち、まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがあるのものを検疫有

害動植物と指定し、輸入検疫措置を実施している。

これら植物検疫措置については、我が国における輸入植物の種類や輸出国が増加

・多様化していることを踏まえた定期的なリスク分析を行い、その結果に基づいて

継続的・段階的に内容を見直すこととしている。

今般、その一環として植物防疫法施行規則（以下「規則」という。）及び関係告

示について所要の改正を行った（平成28年5月24日官報公示）。

２) 主な改正内容

① 検疫有害動植物の追加及び削除

新たに１３種（有害動物７種、有害植物６種）を規則別表１（検疫有害動植物

リスト）に追加し、３種（有害動物１種、有害植物２種）を非検疫有害動植物と

して規則別表１から削除（改正後１，０００種）

② 非検疫有害動植物の追加

新たに１１４種（有害動物６８種、有害植物４６種）を追加（規則別表１から

変更された３種を含む）（改正後４４８種）

③ 栽培地検査の対象とする検疫有害動植物及び地域・植物の見直し

ア 規則別表１の２で規定する輸出国での栽培地検査対象へ１０種の検疫有害動

植物（有害動物４種、有害植物６種）を追加し、既定の９種（有害植物９種）

を同別表から削除し特別な検疫措置の対象に変更（改正後２４種）

イ 有害動植物２種（有害動物１種、有害植物１種）について対象地域及び植物

を追加、有害植物３種について対象地域を追加、有害植物２種について対象地

域を削除、有害動植物４種（有害動物３種、有害植物１種）について対象植物

を追加

④ 輸入禁止の対象とする地域・植物の見直し

有害動植物３種（有害動物２種、有害植物１種）について対象地域及び植物を

追加、修正または削除、有害動物１種について対象植物を追加、有害動植物５種

（有害動物４種、有害植物１種）について対象地域の追加又は修正

⑤ 輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

有害植物４種について対象地域の追加及び対象植物の追加・削除、有害植物３
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Ⅲ．平成28年度農薬関係事業の実施状況と今後の取組

１ 農薬の適正使用について

(1) 農薬の残留基準値超過事案や農薬の不適正使用事案への対応について

1) 現状

平成 18 年のポジティブリスト制度導入以来、農薬の適正な使用の指導のさらな

る徹底を図ってきたが、依然として農薬残留基準値を超過する事例が散見される

（過去 5 年間の平均で 20 件／年程度）。基準値超過の原因としては、ラベルの確

認不足による適用のない作物への農薬の使用、農薬の使用履歴を記載していなか

ったことによる使用時期の誤り、散布器具の洗浄が不十分であったことによる別

の作物に使用した農薬の混入、農薬のドリフト等が報告されている（別紙１－１）。

また、近年は生産・流通ルート別では、農産物直売所など農協を経由しないルー

トで販売される農産物における基準値超過も多くみられている。さらに、農薬残

留基準値は超過していないものの、農薬の不適正使用も散見されている。

2) 発生時の対応

このような状況に鑑み、農林水産省は農薬の基準値超過事案や農薬の不適正使

用事案への対応は、事案の発生した真の原因に則した再発防止策が講じられるこ

とが最も重要であると考え、まずは徹底的な原因究明を行っていただくようお願

いしているところである。このような事案が発生した場合には、購入者に対する

健康影響や全国的な対応の必要性などの観点から、別紙１－２に示すとおり、状

況の確認や必要に応じて出荷の自粛等の対応を講じていただくとともに、できる

だけ速やかに農林水産省に第１報の提供をお願いしたい。報告に当たっては様式

の例を別紙１－３に示しているので、これを参考としていただきたい。なお、農

薬の使用履歴がない場合は農薬の種類や使用方法については農家の記憶に頼るほ

かなく、また農家の勘違いによる誤使用の場合は記録と実際の使用方法が一致し

ない可能性もあり、原因究明が困難なケースもあると考えられるが、検出された

残留濃度、使用履歴その他周辺情報を総合的に勘案して、当該事案の発生原因と

して説得力のあるものであるかどうかを検討した上で、調査結果をご報告願いた

い。

3) 原因究明と指導について

基準値超過が判明した場合、再発防止のための対策が講じられることが肝要で

あり、以下の手順に沿った都道府県の迅速な対応が求められる。

・当該農産物を摂取した場合の健康影響の判断（通常は保健衛生部局対応）

・必要な場合、当該農産物の回収、出荷自粛等の措置（通常は保健衛生部局対応）

・基準値超過の生じた原因の究明

・再発防止のための対策の実施

① 基準値超過の原因究明

ア 基準値超過の原因は、ラベルの確認不足等による適用のない作物への農薬

の使用が大半。その他、使用時期、回数又は希釈倍数の誤り、散布器具の未
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洗浄や洗浄が不十分であったことによる別の作物に使用した農薬の混入、農

薬のドリフトなど。

イ 以下を念頭に、都道府県において踏み込んだ原因究明を行うことが、再発

防止の第一歩。

・原因究明の目的は、違反を摘発して農業者を処罰することではない。同じ

原因による基準値超過が再発しないよう対策を講じるのが目的であり、何

が原因であったのかの確実な見極めが不可欠。

・農薬の使用履歴や農家からの聞き取りに基づき構築された基準値超過のシ

ナリオが、問題の農産物中の残留レベルと比較して妥当なものであるかの

検証が必要。（農薬対策室は、検証作業に協力する用意）

・基準値超過の原因を安易に使用基準違反以外のところ（散布器の洗浄不足、

ドリフト等）に求めると、真の原因が見逃され、誤使用が放置される。

ウ 最終的に結論が推定を含むものとなったり、原因を一つに絞りきれなかっ

たとしても、類似の事例が蓄積されていく過程で一定の傾向が見えてくる可

能性もあるので、報告をお願いしたい。

エ 基準値超過の原因は、農薬登録の際に想定していない栽培体系や農薬の使

用、作物残留試験で捉えきれなかった残留量のばらつきなどが原因となるこ

とも否定できず、このような可能性が示唆された場合は、国において使用基

準又は農薬残留基準値の変更も検討することとなる。

② 再発防止のための実効性のある対策の実施

基準値超過事案は、その発生原因や再発防止対策等の情報を全国の関係者間

で共有し、同じ過ちを起こさないようにすることが重要。

このため、基準値超過事案に関する情報を電子メール等を通じて全国の関係

者間で速やかに共有する仕組みとしている。

・農薬対策室は、都道府県の担当者からの報告に基づき、基準値超過事案の

発生した状況やそれを防止するためにとられた対策について、全国の都道

府県の担当者に電子メールで速やかに情報提供。（地方農政局等の農薬担当

者にも同時に送付。）

・都道府県においては、担当者宛てに提供される情報が現場で農家の指導に

携わる者に活用されるよう、農業改良普及員等に速やかに情報提供する等

の対応をお願いする。

③ 健康影響に関する的確な判断に基づく回収、出荷自粛等

基準値超過の判明した農産物の回収や出荷自粛等の措置は、通常は都道府県

の保健衛生部局による対応となるが、農協等による出荷前検査で基準値超過事

案が判明した場合には、当該農産物の食品としての安全性や自主回収・出荷自

粛等の措置について農薬担当部局の見解を求められることも考えられる。その

際には、特に ADI（一日許容摂取量）や ARfD（急性参照用量）が小さい農薬

の場合や残留濃度が基準値を大幅に超過する場合には、以下に留意が必要であ

る。

・慢性影響の有無の判断に当たっては、当該農産物からの農薬の摂取量と ADI

の単純比較でなく、基準値超過のあった品目以外の食品からの当該農薬の

平均的な摂取量も考慮する必要。
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・短期影響の有無の判断に当たっては、ARfD が設定されている農薬につい

ては、作物残留濃度のばらつきや当該農産物を一度に大量に摂取した場合

も考慮して短期経口暴露量を試算し、ARfD との比較が必要。

・なお、基準値への適合の確認や暴露量の試算に当たっては、農薬の有効成

分のほか、その代謝物についても分析が必要な場合もあるので、出荷前の

自主検査を行う JA の分析機関等における適切な対応が必要。

（農薬対策室は、都道府県からの要請があれば、上記の試算等に協力する

用意。）

(2) 農薬の危害防止について

1) 農薬危害防止運動（農薬による危害防止対策）

戦後、有機リン剤（パラチオン等）や有機水銀剤等の急性毒性の強い農薬の急

速な普及に伴い、農薬散布者の中毒事故が相次いで発生しため、昭和 28 年から、

農薬の使用機会が多くなる 6 月～ 8 月に、主に農薬散布者への危害を防止するこ

とを目的として、国（農林水産省、厚生労働省及び環境省）、都道府県、特別区等

が連携し農薬危害防止運動を実施してきた。

本運動では、農薬取締法や毒物及び劇物取締法等の関係法令の規定に基づいた

遵守事項や農薬の性質等に関する正しい知識を普及させることにより、農薬の適

正な販売、使用及び保管管理並びに農薬の使用時における周辺環境への配慮につ

いての周知・徹底に取り組んでいただいている。

しかしながら、依然として、土壌くん蒸剤の取扱い不注意による使用者や周辺

住民への被害、農薬の不適切な管理に起因する中毒事故等が発生している。特に

土壌くん蒸剤の取扱い不注意や保管管理不良による被害は各地で発生しており、

危害防止運動以外でも通知の発出や研修会の開催等により使用者へ注意喚起を実

施している都道府県もあることから、各都道府県においては他都道府県における

取組も参考にしつつ、引き続き事故防止に努めていただきたい。

2) 住宅地等における農薬使用

① 住宅地通知の概要

学校、公園、街路樹並びに住宅地に近接する農地等において農薬を使用する

ときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないようにすること

が必要。このため、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」（平成 15

年農林水産省・環境省令第 5 号）第 6 条において、住宅地周辺における農薬使

用に当たって飛散防止のために必要な措置を講じるよう努めるべき旨を規定。

取組みを徹底するため平成 25 年 4 月 26 日に以下の内容を加え、新たに「住

宅地等における農薬使用について」（25 消安第 175 号・環水大土発第 1304261

号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知）を制定。

ア 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導

・なるべく農薬を「散布」しない病害虫管理の実施

・予防散布及び現地混用の回避

・飛散低減対策の実施

・農薬使用前の周辺住民等への周知の実施 等

33- 41 -



イ 地方公共団体が行う病害虫防除における取組の推進

・植栽管理の委託業務仕様書に住宅地通知の遵守を規定

・農薬を使用する業務を委託する際の入札要件に農薬管理指導士等を規定

ウ 相談窓口の設置等の体制整備

・周辺住民等からの相談に、関係部局が相互に連携して対応できるよう相談

窓口の設置等の体制を整備

② 住宅地通知の指導の実施状況

地方公共団体に対し、住宅地委通知の幅広い周知や①ア～ウについて協力を

要請してきたところである。平成 27 年 4 月に、都道府県が管理する施設におけ

る取組の実施状況について調査を実施した。その結果、全ての都道府県におい

て、病害虫防除が住宅地通知の遵守事項を守って実施されるよう何らかの取組

を実施した施設があった。しかしながら、住民が訪れる頻度が高い公園などに

おいて、取組を実施している都道府県が多かったが、まだ取組が実施されてい

ない施設もあったため、さらなる取組の推進を計るため、都道府県に調査結果

を共有するとともに、平成 27 年度のブロック会議において意見交換等を実施し

た。平成 27 年 12 月に、その後の取組状況を調査したところ、前調査以降に取

組を始めた都道府県が多数認められた。

全ての施設で共通の取組を実施：12 都道府県から 25 都道府県）に増加

公園や学校等の施設ごとに取組を実施：39 都道府県から 44 都道府県に増加

今後も、他都道府県の取組を参考に取組の対象とする施設の範囲拡充等、住

宅地通知に基づく一層の取組の徹底を図るようお願いする。

③ 通知の周知

今後とも農業場面のみならず、道路、公園、学校、保健所、住宅等といった

不特定多数の方が立ち寄る公共施設の所管部局に対しても、この通知に関する

更なる周知及び理解の徹底をお願いする。これらの部局の担当者を対象とした

研修会等を開催している都道府県もあることから、各都道府県においては他都

道府県における取り組みも参考にしていただきたい

④ 相談窓口について

全ての都道府県において相談窓口が設置され、関係部局が連携して対応する

体制が整備されていた。今後、相談窓口に寄せられた相談の内容等について調

査を行い、情報共有するので、当事者間の仲介や対応について助言する際等の

参考にしていただきたい。

⑤ 研修等

これまでも農政局及び都道府県等が主催する講習会、研修会において住宅地

通知に係る説明に講師として職員の派遣を行っている。今後もご相談があれば

講師の派遣を検討するので、農政局、都道府県においては講習会、研修会の積

極的な開催をお願いしたい。
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(3) 蜜蜂への危害防止対策

平成 25 年 5 月、ＥＵは、蜜蜂への危害を防止するため、ネオニコチノイド系農

薬の使用の一部を暫定的に制限することを決定した。これを受け、これらの農薬に

対する関心が高まったことに応え、蜜蜂への危害を防止することを目的として我が

国で行っている取組の内容を、同年 8 月 26 日にＱ＆Ａの形式で、農林水産省のホ

ームページに掲載した。

本Ｑ＆Ａは、農林水産省が平成 27 年 6 月に公表した「平成 26 年度蜜蜂被害事例

調査の結果と今後の対策について」の内容を反映し、同年 9 月に改訂した（注：平

成 28 年 11 月現在改訂中）。

1) 基本的考え方

欧米では、女王蜂や幼虫だけを残して働き蜂がいなくなる、いわゆる「蜂群崩

壊症候群」（ＣＣＤ）が報告されており、ネオニコチノイド系農薬との関係が疑わ

れているが、我が国ではこのような現象は見られていない。

また、ネオニコチノイド系農薬は、害虫のみならず蜜蜂に対しても影響を与え

るものであることは事実であるが、我が国の稲作において、米の商品価値を著し

く低下させるカメムシの防除が重要である中、

・防除効果に優れており、また、カメムシ防除に使われる他の系統の農薬に比べ、

人や水生生物に対する安全性等の観点から利点があること

・カメムシ防除に使われる農薬の中で、蜜蜂への悪影響が少ない代替剤がないこ

と

から、現時点では、蜜蜂の被害ができるだけ生じないようにしながら使用してい

くことが適当である。

農薬が原因と疑われる蜜蜂の被害が水稲のカメムシ防除の時期に多く報告され

ていることを踏まえ、ネオニコチノイド系農薬も含め、農薬を使用する場合は、

農家と養蜂家との間で巣箱の設置場所や農薬の使用時期などの情報を共有し、巣

箱の退避などの対策を講じるよう指導していくことが重要である。

2) 被害事例に関する調査・報告について

我が国における農薬の使用に伴って発生した疑いのある蜜蜂の被害事例は、平

成 24 年度以前は、毎年、全国で数件程度の報告があったが、それらの事例と原因

との関係についての十分なデータは把握できていなかった。

このため、農林水産省は、国内外で関心の高い農薬と蜜蜂の被害発生との関連

性を把握し、事故の発生要因を考慮した被害軽減対策の検討に役立てるため、平

成 25 年度から平成 27 年度までの３年間（平成 25 年 5 月 30 日～平成 28 年 3 月

31 日）で、農薬が原因と疑われる蜜蜂数の顕著な減少や大量の死虫の発生事例

（以下「被害」という。）を調査し、被害の発生要因を解析することとした。な

お、巣箱の周辺で採取された死虫は、FAMIC に送付して分析を行い、要因解析

に活用した。

3) 蜜蜂被害事例調査（平成25年度～27年度）の結果及び今後の取組について

３年間の調査結果を総合的に解析し、平成 28 年 7 月 7 日に公表した。

○被害の発生は、水稲のカメムシを防除する時期に多く、巣箱の周辺で採取さ
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れた死虫からは各種の殺虫剤が検出されたが、それらの殺虫剤の多くは 水

稲のカメムシ防除への使用することが可能なものであった。そのため、こ

れらの死虫が、水稲のカメムシ防除に使用された殺虫剤を直接浴びた可能

性が高いと考えられる。

〇検出された各種の殺虫剤の被害への影響の程度は特定できなかった。

〇蜜蜂の被害を軽減させるためには、農林水産省が、被害調査の中で都道府県

に指導してきた以下の対策が有効であることが判明。

① 農薬使用者と養蜂家の間の情報共有

・養蜂家は、巣箱の設置場所等の情報を農薬の使用者と共有する

・農薬の使用者は、農薬を散布する場合は、事前に、散布場所周辺の養蜂

家に対し、その旨を連絡する 等

② 養蜂家による対策（巣箱の設置場所の工夫・退避）

・水田に囲まれた場所や周辺に水稲以外の花粉源が少ない場所では、被害

発生の低減のためには、巣箱を置かないようにするか、水稲の開花期に

巣箱を退避する 等

③ 農薬使用者による対策（農薬の使用の工夫）

・蜜蜂の活動が盛んな時間帯（8 ～ 12 時）の農薬散布を避け、できるだけ

早朝、または夕刻に散布する

・蜜蜂が浴びにくい形の殺虫剤（粒剤の田面散布）を使用する 等

〇北海道は「巣箱の設置場所の工夫・退避に関する取組」が進まず、被害が減

少しなかった。

本結果を踏まえ、

① 農林水産省は、以下の取組を実施。

・都道府県による対策の継続的な実施を促進する。

・水稲のカメムシを防除する時期（７月～９月頃）には、対策の実施を徹底

し、注意喚起を行うため、都道府県に対し、通知を発出する。その際、水

稲以外の作物についても、情報共有等の対策を行うよう注意喚起を行う。

② 北海道は、自ら農薬散布回数の削減や、巣箱を退避させることが可能な場

所の確保の検討等の対策を推進。

③ 農林水産省は、上記の対策が有効であったかどうかの検証等のために、毎

年、都道府県ごとに被害の件数等を把握。

「平成 28 年度の蜜蜂被害軽減対策の推進について」（平成 28 年 7 月 7 日付け 28

消安第 1716 号・28 生畜第 509 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長・生

産局畜産部畜産振興課長通知）に示した調査を実施頂くとともに、引き続き情報

交換の徹底や、地域の実態に合わせた対策に努めていただき、対策の有効性の検

証等を行って頂くようお願いする。
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２ 疑義資材の対応について

(1) これまでの取組

1) 農薬登録を受けていないにもかかわらず、病害虫の防除効果を謳った資材や、

農薬成分を含む資材（＝「疑義資材」）は、農薬取締法上は無登録農薬に当たる

ことから、「無登録農薬と疑われる資材に係る製造者、販売者等への指導につい

て」（平成19年11月22日付け19消安第10394号消費・安全局長通知）に基づき、製

造者に対する指導・取締りを実施。また、農林水産省のHP上の「疑義資材コーナ

ー」に「農薬目安箱」を設置して、疑義資材に関する情報提供を広く受け付け。

2) 都道府県による農薬販売店の立入調査や農政局・県域拠点等による除草剤販売

業者に対する点検調査等の機会を捉え、疑義資材は無登録農薬に当たり、取り扱

うべきでないことを販売店に対して指導。

3) 農薬の適正な利用の観点から、「疑わしい資材を購入しない、利用しない」と

いう考え方を生産現場へ周知徹底するため、リーフレットを都道府県等を通じて

農薬使用者へ配布。

(2) 疑義資材への対応の現状と今後の進め方

1) 収集された疑義資材情報への対応

農薬目安箱、都道府県等から提供された情報は、疑義資材情報に当たるかどう

かの確認を行った上で、可能な限り当該資材の製造者又は輸入者を特定し、「疑

義表示資材」（農薬としての効能効果を標榜している資材）については、地方農

政局、県域拠点等から、農薬取締法、疑義資材通知等の周知及び表示の是正指導

を実施。

一方、「疑義成分資材」（成分からみて農薬に該当し得る資材）については、地

方農政局、県域拠点等が資材を購入し、農林水産省の委託事業の中で有効成分及

び含有量の分析等を行い、薬効が確認される含有量が確認された場合は立入検査

等を実施。

2) 疑義資材の指導・収集について

① 販売者・生産者に対する指導

引き続き、販売者に対しては登録された農薬以外の農薬を販売しないよう、

また、生産者に対しては農薬の適正使用の指導の一環として、リーフレット等

を活用し、病害虫の防除等を行う場合は登録された農薬を使用するよう指導の

徹底をお願いする。

② 疑義資材に関する情報収集

販売店に対する巡回指導、生産者や一般の方からの情報提供により得られた

資材に関する情報は、最寄りの地方農政局、県域拠点等を通じてご提供いただ

くようお願いする。

農林水産省において、疑義資材であるかは製品の表示や販促用チラシ等の内

容を確認して総合的に判断している。製品の表示の写真を提供いただく場合は、

製造者や販売者の表示も含め、製品全体の表示がわかるようお願いする。
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３ 販売禁止農薬の回収について

(1) 経緯

農薬の販売の禁止を定める省令（平成 15 年農林水産省令第 11 号）において定め

られている販売禁止農薬は、農薬取締法により、使用も禁止（その人畜又は環境へ

の影響から販売が禁止されているものであるので、無登録農薬の使用と同じく厳し

く規制）。しかしながら、平成 22 年 4 月 1 日に販売禁止農薬に指定されたケルセン

を含む農薬が誤って使用された事例がこれまでに 2 件報告。

このため、「販売禁止農薬等の回収について」（平成 23 年 12 月 13 日付け 23 消安

第 4597 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知）により、誤使用の判明

したケルセンに加え、平成 24 年 4 月に販売禁止農薬に追加されたベンゾエピンに

ついて、農家等の在庫として保有されている製品の誤使用を未然に防止すべく、農

薬販売店及び農協を拠点として農薬メーカーによる回収を強化することとし、都道

府県に対しても、農家等に対する周知をお願いしてきたところ。

(2) 今後の進め方

取組により、量は少ないが回収されている状況である（別紙３参照）。

都道府県及び関係者の皆様におかれては、今後も機会を捉えて販売禁止農薬の回

収を呼びかけていただき、農家在庫の一掃に御協力願いたい。
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４ 登録状況

平成28農薬年度（平成27年10月１日～平成28年9月30日）末現在の有効登録件数は

4,314件、有効成分数は579種類で、同農薬年度中の新規登録件数は112件、新たに登

（ 、 、 、 ） 。録された有効成分数は12種類 殺虫剤４ 殺菌剤２ 除草剤４ その他２ であった

農薬年度 22 23 24 25 26 27 28
区 分

有効登録件数 4,516 4,450 4,358 4,342 4,339 4,375 4,314

新規登録件数 315 182 156 230 171 184 112

新規登録有効成分数 12 12 5 16 12 8 12
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５ 生産・流通

平成 27 農薬年度（平成 26 年 10 月１日～平成 27 年 9 月 30 日）における農薬の出

荷は、前年度に比べ数量では、3.7 ％減の 228 千ｔ又は kl，金額では 2.6 ％減の 3,704

億円となった。

平成 27 農薬年度農薬出荷状況

（単位：ｔ・kl，百万円，％）

平成 26 農薬年度 平成 27 農薬年度
用 途

出 荷 出 荷 対前年比

殺 虫 剤 数 量 83,162 76,202 92
金 額 121,389 114,020 95

殺 菌 剤 数 量 43,238 41,722 97
金 額 75,592 74,502 99

殺虫殺菌剤 数 量 19,844 19,054 96
金 額 37,354 36,400 97

除 草 剤 数 量 77,406 78,866 102
金 額 134,625 132,828 99

そ の 他 数 量 12,895 11,936 93
金 額 13,156 12,673 96

合 計 数 量 236,545 227,779 96
金 額 382,116 370,423 97

(注)出荷には輸出分は含まない。
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６ 残留農薬基準について

(1) 魚介類の残留農薬基準の設定

平成 年に実施された残留農薬の検査において、シジミ中から水田用農薬が18
基準値（一律基準値）を超えて検出され、出荷停止の事態を招いた。

このため、農林水産省では、止水期間の遵守、畦畔整備による漏水防止等の水

管理の徹底を周知させるとともに、魚介類への基準値を設定するよう、 農薬89
について厚生労働省宛てに設定依頼を行い、これまでに 農薬の基準値が告示78
されている（平成 年 月 日現在 。28 10 1 ）

【平成 年 月 日以降に基準値が告示された農薬】27 10 1
・シクロプロトリン

・ピロキロン

・ＢＰＭＣ

(2) 厚生労働省での基準値の見直しについて

厚生労働省は、基準値設定を行う際、過去に設定された基準値についても、使

用方法が変更された作物や国内の農薬登録が無い作物等について、当該基準値の

削除や引き下げを行う手続きを取っている。平成27年10月1日以降、新しい基準

値が告示された国内登録のある農薬のうち、当該措置が取られた農薬は、以下の

10農薬。

フルミオキサジン シクロプロトリン ジフェノコナゾール

チフェンスルフロン フェンメディファム ベンゾフェナップ

ジエトフェンカルブ テプラロキシジム フェンヘキサミド

フルオピラム

(3) 残留基準値の設定・改正に係る情報提供について

昨年から、厚生労働省が残留基準値を設定・変更した場合には、当課から地方

農政局を通じ各都道府県の農薬担当宛て通知することとしているので、各都道府

県の農業関係部局においても情報の共有をお願いする。
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７ 短期暴露評価の導入に伴う生産現場の混乱を防ぐための取組

生産現場の混乱を防ぐための対応［参考１、２］(1)

短期暴露評価の導入により、現行の登録内容を変更せざるを得ない場合（一

部の適用作物を削除。使用回数を変更等）でも、生産現場で使用可能な農薬が

なくなる等の混乱が生じないよう対応を行っているところ。

農薬製造者が、短期暴露において懸念のある農薬について、自主的に使用方1)

法を変更することにより、十分な時間的猶予を持った変更ができるよう働き

かけを実施。

これに伴い、使用方法が変更される農薬については、都道府県等に対して、2)

直ちに防除指針等を見直す等の対応が可能となるよう、国が前もって登録内

容の変更に関する情報を提供している。

都道府県への依頼事項(2)

短期暴露評価の導入により、現行の登録内容を変更せざるを得ない場合、生1)

産現場の混乱を防ぐための対応として、都道府県に次の通り協力を依頼。

・変更後の使用方法で使用するよう使用者を指導。(特に申請後の情報提供か

ら変更登録まで時間的な猶予が無い場合）

・変更後の使用方法に基づいて、防除指針や防除暦の改定の指導。

2) 短期暴露評価により変更される農薬の使用方法の周知等に係る留意事項

登録内容の変更に当たっては、防除指針等への反映や防除暦の変更に検討の

時間が必要があるため、できるだけ早い段階で情報提供して欲しいという要望

に基づいて、申請段階で都道府県に対して情報提供を行っている。従ってこの

段階で農薬使用者に対する指導をするものではない。

このため、防除指針等の変更前に申請内容を、農薬使用者に情報提供やホー

ムページに掲載することのないようお願いする。ただし、変更登録の約１ヶ月

前に行っている使用制限に係る情報提供後又は申請内容を反映した次年度の防

除指針や防除暦の作成後であれば、農薬使用者への情報提供やホームページへ

の掲載をさまたげない ［参考３、４］。

なお、防除指針等への反映や防除暦の変更については、対応する年度を明確

にして依頼することとしている ［参考５］。

短期暴露評価の進捗状況（平成28年10月20日現在）(3)

1) 食品安全委員会における評価状況

平成 年６月以降、食品安全委員会は 成分（約 成分/年）について、26 95 41
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新規にARfD設定に係る評価を実施した（評価結果が「ARfD設定の必要なし」で

あった成分を含む 。このうち、国内登録のある有効成分は 成分[参考６]で） 84

あった。

食品安全委員会の評価は、各農薬メーカーの想定とほぼ同様の結果であり、

当該評価に伴い使用制限を実施したものは、ピリフルキナゾン １成分のみで
*

あった。

*：ピリフルキナゾンは、評価開始当初に摂取量がARfDが設定されたことから、事前
の対応ができなかったもの。評価によりだいこんの葉についてARfDの超過したが、
だいこんは適用拡大の登録がされたばかりの作物であったことから、だいこんが記
載されたラベルの製品は出荷されておらず、生産現場への影響は無かった。

2) 厚生労働省における残留基準値設定状況

、 、平成 年 月以降 食品安全委員会におけるARfD設定に係る評価を踏まえ26 12

厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会に

（ ） 。おいて 成分 うち 成分は残留基準値告示済み に関する審議が行われた61 32

[参考６]

3) 短期暴露評価の導入に伴う使用制限の状況

19 17現在までに 短期暴露評価の導入に伴い 成分の使用制限の申請があり、 、

成分の変更登録を行った。

内訳は次のとおり。

①食品安全委員会の評価の結果、変更申請が必要となった農薬：１成分（変

更登録済み）

、 。②食品安全委員会の評価前に農薬メーカーが 自ら試算して変更申請があった

農薬： 成分（ 成分変更登録完了）18 13

（残り５成分 ：クロルフェナピル、チオジカルブ、トルフェンピラド、ピリ*

ダベン、フェナリモル）

②については、事務連絡にて申請段階からお知らせを行い、それぞれのケ

ースに応じて都道府県に対応を依頼している。

*:これらの成分については変更申請中の情報に当たるため、その情報の取り扱いはH
27.4.20付け事務連絡及びH27.4.20付け事務連絡に留意するようお願いする。
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[ここに入力] 

 

『緑の安全管理士』連絡先等変更届出書 

 

公益社団法人 緑の安全推進協会内 

緑の安全管理士会 事務局 御中 
 

住所、連絡先（勤務する事業所、所属会社等）等が変更になりましたので、お届けいたします。 

届 出 日 平成  年   月   日 認 定 番 号（№              ） 

 氏     名（               ） 

                   変 更 禅 の 連 絡 先（               ） 

※ 下記の変更事項に〇をつけてください。 

①会社名、②所属、③勤務先、④住所、⑤その他 

【変更後】変更があった事項についてのみご記入ください。 

１.勤務会社名等 

（ゴルフ場の方はゴルフ場名を記入） 

 ２.経営母体名 

（ゴルフ場の方のみ記入） 

 

３.所属部署及び支店名 

又は営業所名等 
 

.勤務先の所在地 

 （郵便の送付先を記入） 
〒（   ―     ）必ずご記入ください。 

 

TEL   ―   ― FAX   ―   ― 

E-mail 

５.自宅住所等 〒（   ―     ）必ずご記入ください。 

 

TEL   ―   ― FAX   ―   ― 

E-mail 

☆ ゴルフ場に勤務の場合、1.にゴルフ場名、2.に経営母体名を書いてください。会社等に勤務

の方は 1.に勤務会社名等、3.の所属部署や支店名又は営業所名をも記入してください。 

☆ 勤務先がない場合(退職、自営等)は、5.に自宅住所等として、当協会と連絡が取れる連絡 

先を必ず書いてください（特に退職の場合は、１.勤務会社名等欄に「退職」と記入して、5 

の自宅住所等を必ず記入してください）。 

☆ ご届出いただいた内容の個人情報は、支部大会案内、更新研修会案内、認定証書の発送等の

場合以外には使用いたしません。 

●「緑の安全管理士」は個人の資格です。転勤、退社等により、「連絡先」に変更が生じた場合には、

速やかにこの届出書をご提出してください（FAX可）。 

●当協会は本届出書に基づき貴殿の「緑の安全管理士」データの変更を行います。ご提出が遅れます

と支部大会案内、更新研修案内、認定証書の発送等に支障をきたす事になりますのでご注意くださ

い。 

送付先：公益社団法人 緑の安全推進協会 FAX：03－5209－2513 

                     E-mail：midori@midori-kyokai.com 

  

- 71 -



 

公益社団法人 緑の安全推進協会 御中     

                    

『緑の安全管理士』認定証書および認定証 紛失等再発行願い  
 
 
 
 

申請年月日 平成   年   月   日 

認定番号 № 

ふりがな  

氏  名 
 
 

生年月日 （ 昭和・平成 ）  年  月  日生 

勤 務 先 名 

 

 

所 属 部 課 
 
 

 
勤 務 先 住 所 

 
 

（〒    －        ） 

 
 
 

勤務先 TEL／FAX TEL：            FAX： 

勤務先 E-mail  

 
自 宅 住 所 

 
 

（〒    －        ） 

 

自 宅 TEL／FAX               

自 宅 E-mail  

再発行（紛失）書類名 1. 認定証     2. 認定証書 
（名刺サイズ写真付）     （B 5 サイズ証書） 

再発行（紛失）理 由 1. 紛失      2. その他（          ） 

分   野   別 1. 農耕地     2. 緑地・ゴルフ場分野 

認 定 年 月 日 平成    年    月    日 

有 効 年 月 日 平成    年    月    日 

★ 認定証書（B5 サイズ証書）  再発行料金   ￥3,000（送料込み） 

認定証（名刺サイズ写真付き）再発行料金   ￥3,000（送料込み） 

※ 同封の郵便振替用紙でお振込み下さい。（振込手数料はご負担ください。） 

★ 写真 2 枚送付のこと。 

※ 1 枚は本願い書に貼付。もう１枚は裏に氏名を書いて裏返し、クリップ止めして同封。 

 

写真貼付  

 

免許証サイズ 
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みどりのたより 
 
 
 

発行日 平成２８年１２月１９日 
発 行 緑の安全管理士会 事務局 

〒101-0047  
                東京都千代田区内神田 3-3-4（全農薬ビル５階） 

公益社団法人 緑の安全推進協会 内 
ＴＥＬ ：０３－５２０９－２５１１ 
ＦＡＸ ：０３－５２０９－２５１３ 
ｈｔｔｐ：//www.midori-kyokai.com 
E メール：midori@midori-kyokai.com 
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